別表第3(第116条関係)
公有財産の種別、種目及び数量の単位表
種別
種目
数量単位
摘要

土地
敷地
平方メートル
事務所、庁舎等敷地単位以下2位まで記載する。


宅地
平方メートル



公園
平方メートル



田
平方メートル



畑
平方メートル



山林
平方メートル



保安林
平方メートル



原野
平方メートル



牧野
平方メートル



池沼
平方メートル



鉱泉地
平方メートル



雑種地
平方メートル


立木竹
樹木
本
庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの


立木
立方メートル
町営林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの


竹
束


建物
事務所建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
庁舎、学校、図書館等単位以下2位まで記載する。


住宅建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
公舎、町営住宅等


工場建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
実習場等


倉庫建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
倉庫、車庫


雑屋建
建面積平方メートル
延面積平方メートル
厩舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物
門
個
木門、石門等1箇所をもって1個とする。


塀
メートル
さく、塀、垣、生垣等


給水施設
個
一式をもって1個とする。


排水施設
個
一式をもって1個とする。(溝きょ等を含む。)


築庭
個
築山、置石、泉水等を1団として1箇所をもって1個とする。


池井
個
貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。


舗床
個
石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊、アスファルト舗装等の1箇所をもって1個とする。


照明装置
個
電灯、ガス灯、蛍光灯に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもって1個とする。


暖房装置
個
暖ろ、ガス暖ろ等一式をもって1個とする。(煙突を含む。)


冷房装置
個
一式をもって1個とする。


通風装置
個
一式をもって1個とする。


消火装置
個
一式をもって1個とする。


通信装置
個
私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。


貯槽
個
水槽、油槽、ガス槽等その個数による。


橋梁
個
その箇数による。(道路法に基づくものを除く。)


土留
個
石垣等1箇所を1個とする。(河川法に基づくものを除く。)


射場
個
射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。


無線塔
個
1箇所をもって1個とする。


電信電話線路
メートル
電信、電話ケーブル(架空地下等)


電力線路
メートル
電力ケーブル(架空地下等)


電柱
本



昇降機
個
一式をもって1個とする。


原動装置
個
発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。


変電装置
個
変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする。


伝動装置
個
電動装置、シャフチング等の一式をもって1個とする。


作業装置
個
除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の一式をもって1個とする。


諸標
個
信号機等の1箇所をもって1個とする。


雑工作物
個
掲示板、灰捨場等他の種目に属しないもので、1箇所をもって1個とする。

船舶
鋼鉄船
隻
トン
総トン数20トン以上のもの


木造船
隻
トン
総トン数20トン以上のもの

航空機
飛行機
機



回転翼航空機
機
ヘリコプター、ジャイロプレン及びジャイロダイン等


滑空機その他
機
飛行船等

地上権等
地上権
平方メートル
アール



地役権
平方メートル
アール



鉱業権
平方メートル
アール



その他
平方メートル
アール


特許権等
特許権
件



著作権
件



商標権
件



実用新案権
件



その他
件


出資等
株券
株



社債券
口
特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により、登録された社債を含む。


国債証券
口



地方債証券
口



出資による権利
口



出資証券
口



受益証券
口



持分
口


